
   大森第六中学校 保護者と教職員の会規約 

第 1 章 総 則 

第1条（名称） 

この会は、大田区立大森第六中学校 保護者と教職員の会

（略称大森六中ＰＴＡ）と称し、事務所を大田区南千束1丁目

33番1号 大森第六中学校内に置く。  

 

第2条（目的） 

この会は、会員である保護者と教職員が成人教育活動を通し

て、更によりよい保護者、教職員となることに努めるとともに、

協力して学校社会の教育的環境を高め、生徒の幸福と人格

の完成を期することを目的とする。 

 

第3条（方針） 

この会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針により

活動する。 

1. 特定の政党や宗教に偏ることなく、また、特定の個人・

団体の営利を目的とする行為は行わない。 

2. この会またはこの会の役員の役職名で政治活動を行わ

ない。 

3. 学校の運営と人事には干渉しない。 

 

第4条（事業） 

この会は、第２条の目的達成のため、次の事業を行う。 

1. 会員の教養を高め親睦をはかること。 

2. 家庭と学校の緊密な連絡により、生徒の生活を指導す

ること。 

3. 地域社会の教育環境を改善すること。 

4. 学校教育に対する理解と協力に関すること。 

5. その他、必要と認めること。 

 

第5条（設立） 

昭和49年4月1日 

 

 

第 2 章 会 員 

第6条（会員） 

この会の会員は、大森第六中学校に在籍する生徒の父母ま

たはこれに代わるもの（本規約内において保護者と略称）、な

らびに大森第六中学校の教職員とする。 

 

第7条（入会退会） 

この会への入会退会は、個人の希望によるものとする。 

 

第8条（会費の納入） 

会員は、原則として会費を納めるものとする。 

 

第 3 章 役 員 

第9条（役員） 

この会に次の役員を置く。 

1. 会 長 1名（保護者1名） 

2. 副 会 長 3～５名（保護者2～４名、教職員1名） 

3. 書 記 3名（保護者2名、教職員1名） 

4. 会 計 3名（保護者2名、教職員1名） 

当該年度の役員名簿は別紙1のとおり。 

但し、会長に特別な職務がある場合には、役員を増員するこ

とができる。 

推薦委員会で候補者を推薦する。 

 

第10条（役員の選出） 

役員は年度末の臨時総会で選出される。 

ただし、学校側の役員ならびに委員は、学校長の推薦によ

る。 

 

第11条（任期） 

役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

第12条（会長） 

会長は、この会を代表し会務を総括する。 

 

第13条（副会長） 

副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を

代行する。 

 

第14条（書記） 

書記は、総会、役員会および実行委員会の議事ならびにこ

の会の活動に関する重要事項を記録し、また、その他の庶務

にあたる。 

 

第15条（会計） 

会計は、この会の経理にあたる。 

 

 

第 4 章 会 計 監 査 

第16条（定員） 

この会に会計監査2名をおく。 

 

第17条（任務） 

会計監査は、この会の経理を監査する。 

 

第18条（選出） 

会計監査は、総会で選出される。 

 

令和5年度 

第2版 

令和6年度のサポーター制はあくまで試験運用とするので、 

委員会に関する規約は変更しない 



第19条（任期） 

会計監査の任期は、1年とする。 

 

 

第 5 章 会 議 

第20条（会議の種類） 

この会には次の会議を置く。ただし、必要に応じて臨時の会

議を置くことができる。 

1． 総会  4． 学年委員会 

2． 役員会  5． 専門委員会 

3． 実行委員会   

 

第21条（総会） 

総会は、定期総会と臨時総会とする。 

1． 定期総会は毎年度始めに開き、規約の改正、予算審

議、決算の承認、その他重要事項を議決する。 

2． 臨時総会はその必要を認めたとき、または全会員の 5

分の１以上の要求（委任状を含む）があった場合に開催

する。 

3． 総会は全会員数のうち 5分の 1の参加（出席、web承

認、委任状）をもって成立する。議決には参加会員の過

半数を必要とする。 

 

第22条（実行委員会） 

実行委員会は、役員と学年委員、専門委員会の委員長と副委

員長をもって構成し、会務の執行と総会から委任された事項

を協議執行する。 

 

第23条（学年委員会） 

学年委員会は、各学年4～8名以上の学年委員と、学年所属

の 1名の教職員をもって学年ごとに構成する。 

互選をもって、学年委員長と副委員長を置く。 

学年委員会は、会員相互の連絡と学年に関する会務を処理

する。 

 

第24条（専門委員会） 

専門委員会は、次の通りとし、各委員会には、互選により委員

長、副委員長を置く。 

1.  安全委員会（各学年3～4名の保護者と教職員１名）は、     

地域の環境の改善に努めるとともに生徒を事故及び非

行化から守る。 

 2． 広報委員会（各2～3名の保護者 と教職員1名）は、会   

の広報、連絡に努めるとともに会誌などの編集活動を行   

う。 

 

第25条（学校長） 

学校長は、すべての会に出席して意見を述べることができ

る。 

 

 

 

 

 

第 6 章 会 計 

第26条（収入） 

この会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

 

第27条（会費） 

この会の会費は、会員の子ども一人につき、月額３００円とす

る。 

 

第28条（会計年度） 

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31

日に終わる。 

 

 

第 7 章 推 薦 委 員 会 

 

第29条（推薦委員会の設置） 

役員及び会計監査候補者推薦のため、推薦委員会を設け

る。 

 

第30条（構成） 

前条の委員会の構成については、別に細則で定める。 

 

第31条（任期） 

前条の委員会の委員は、その任務を終了したときに解任され

る。 

 

 

第 8 章 顧 問 

第32条（顧問） 

この会に顧問を置くことができる。 

1. 顧問は、会長が実行委員会の承認を経て、委嘱する。 

2. 顧問は、会長の諮問に応じる。 

 

 

第 9 章 個 人 情 報 

第33条（個人情報） 

この会の活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利

用、提供および管理については、個人情報保護に関する法

令等を遵守し適正に運用するものとする。 

 

 

第 10 章 付 則 

第34条（規約の細則） 

この規約の細則は、実行委員会の議決を経て定める。 

 

第35条（施行日） 

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。 

 

平成13年3月3日一部改正 令和6年2月2０日一部改正 

令和3年5月6日一部改正 

令和4年2月14日一部改正 

令和4年5月9日一部改正 

令和5年2月22日一部改正 



大森第六中学校 保護者と教職員の会規約 細則 
 

 

本会会員の慶弔その他に関し、次の細則を設ける。 

 

 

第1条 弔事に関しては次の金額を贈り弔意を表す。 

 （原則として、代表が告別式などに参列する） 

1. 会員・生徒の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円 

2. 職員(会員以外)の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円 

3. 職員の家族の場合（一親等以内を原則とする）・・・5,000円 

4. 本会の功労者の場合は役員会で協議する。 

 

第2条 職員(会費納入者)の慶事に関しては次の金額を贈り祝意を表す。 

1. 結婚の場合・・・・・・・・・5,000円 

2. 出産の場合・・・・・・・・・5,000円 

 

第3条 職員(会費納入者)の病気、負傷、に関しては見舞金として、次の金額を贈る。 

1. 3週間以上の入院の場合・・・5,000円 

 

第4条 特に必要がある場合は、役員会で協議する。 

 

第5条 本細則は平成21年4月1日より施行する。 

 

平成26年4月28日 改正 

平成27年4月30日 改正 

平成30年5月1日 改正 

令和 3年5月6日 改正 

                                                                  

  



＜別紙1＞ 

 

 

 

令和 6年度  

大田区立大森第六中学校 PTA 

役員・会計監査委員名簿 
 

 

 

 

 

 

 保護者 教職員 

会  長 太田 信行   

副会長 深澤 友子 赤堀 奈美子 伊藤 さゆり 船坂 綾乃 三浦 智史 

書  記 茂垣 亜希 砂崎 町子  山﨑 卓 

会  計 天坂 綾 福井 英利子  若松 弘美 

会計監査 構 寧子 丸山 貴永子   

 

 

 

 

 

大田区立大森第六中学校 
〒145-0063大田区南千束 1-33-1 

電話番号 03-3726-7155 
 


